
製品のデザインは権利化できます！

意匠法が改正され、令和２年４月1日より施行されました。
・存続期間の変更（出願日から最長25年）
・保護対象の追加
・関連意匠制度の変更

意匠権を活用してしっかり保護！
・ ・ ・ ・ ・ ・

●製品のデザインは、利用者のニーズやトレンドを先取りするかのように時代とともに変化
します。個性的なデザインほど製品の売れ行きを伸ばすことがよくあります。

●魅力のあるデザインになってくると、まねをされやすいということがあります。この製品の
デザインを知財として守るのが意匠権です。

●意匠権を得るためには意匠登録出願を行い、特許庁の審査を経て、意匠登録を受けねば
なりません。

INPIT岡山県知財総合支援窓口

自転車
意匠登録 第1669652号
片山工業株式会社

フェイスガード
意匠登録 第1668813号

株式会社丸善

ケーキ
意匠登録 第1428644号
有限会社福井堂

携帯用袋物
意匠登録 第1500770号

大杉加奈恵（ProStudio KASEI）

ランドセル
意匠登録 第1596700号

株式会社ベネッセコーポレーション

組立家屋（左：本意匠、右：関連意匠）
意匠登録 第1130005号（左）、第1130278号（右）

株式会社エステートセイワ

船舶用表示機
意匠登録 第1535517号
ユニカス工業株式会社

形状と色彩が結合したデザイン物品の形状のデザイン

様々なデザイン

相談無料
秘密厳守

（独）工業所有権情報・研修館事業
2021.04

検 索岡山知財

INPIT岡山県知財総合支援窓口
［開設時間］ 毎週月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始は除く）8:30～17:15
［住　　所］ 〒701-1221 岡山市北区芳賀5301　テクノサポート岡山３F
［電　　話］ 086-286-9711
［運営機関］ 公益財団法人岡山県産業振興財団・一般財団法人岡山県発明協会

お気軽にご相談ください！

部分意匠 画像の意匠本意匠・関連意匠




